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１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

(1) 職員の任免 

ア 採用者の状況 

令和元年度に採用した一般職の職員の状況は、次のとおりです。 

（単位：人） 

区  分 採用者数 備   考 

一般行政職 ５３ 

行政３２、土木３、電気１、保健師２、 

社会福祉士１、精神保健福祉士１、 

保育士１１、学芸員２ 

一般行政職（任期付） ３９ 行政３４、土木２、建築１、保健師２ 

一般行政職（再任用） ２９ 行政２４、土木４、保健師１ 

労 務 職（再任用） ４  

医 療 職 １５ 
医師３、看護師６、理学療法士３、 

作業療法士２、診療放射線技師１ 

医 療 職（再任用） ２ 看護師１、歯科技工士１ 

教 育 職 ９ 
市立高等学校教諭２、指導主事５、 

社会教育主事１、幼稚園教諭１ 

教 育 職（再任用） ２ 幼稚園教諭２ 

計 １５３  

 

イ 職員の退職に関する状況 

令和元年度に退職した一般職の職員は、次のとおりです。 

（単位：人） 

区  分 
定年 

退職 

勧奨 

退職 

普通 

退職 

任期 

満了 

分限 

免職 

懲戒 

免職 

死亡 

退職 
合計 

市長の事務部局 ３３ ４ ５４ ６４    １５５ 

教育委員会の 

事務部局 
１１ ２ １０ １０    ３３ 

その他 １ １      ２ 

計 ４５ ７ ６４ ７４    １９０ 

※ 「その他」は、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局にな

ります（以下同じ。）。 
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ウ 昇任制度の概要と実施状況 

職員の昇任については、選考を行っており勤務成績が良好であることが必要です。 

（単位：人） 

区   分 部長級 次長級 課長級 補佐級 主査級 主任級 主任労務級 合 計 

市長の事務部局 １１ ９ ２３ ３１ ２６ ４３ ３ １４６ 

教育委員会の 

事務部局 
 １ ５ ３ １ ３ ５ １８ 

その他  １   ２   ３ 

計 １１ １１ ２８ ３４ ２９ ４６ ８ １６７ 

 

エ 派遣職員の状況 

(ｱ) 派遣した職員 

令和元年度に石巻市から他団体等に派遣した職員の状況は、次のとおりです。 

                （単位：人） 

派  遣  先 行政職 労務職 

経済産業省 １  

消防庁 １  

水産庁 １  

宮城県 ２  

宮城県後期高齢者医療広域連合 ２  

宮城県地方税滞納整理機構 １  

石巻地区広域行政事務組合 ７  

計 １５  

 

(ｲ) 派遣された職員 

令和元年度に他団体等から石巻市に派遣された職員の状況は、次のとおりです。 

                （単位：人） 

派  遣  元 行政職 労務職 

国土交通省 １  

石巻地区広域行政事務組合 ９ ３ 

計 １０ ３ 
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オ 障害者の任用状況 

令和元年６月１日現在の身体等に障害のある職員の任用状況は、次のとおりです。 

（単位：人） 

区   分 
法定雇用障害者数の算定

の基礎となる職員の数 

職員のうち障害のある職員数 

普通障害者 特別障害者 合 計 

市長の事務部局 １，７０１ ２５ ２２ ４７．０ 

教育委員会の事務部局 ４６１ ６．５ ６ １２．５ 

 

 (2) 職員数の状況 

  ア 職員定数及び職員数 

    平成３１年４月１日現在の任命権者ごとの職員の条例定数及び職員数の状況は、次のと

おりです。 

（単位：人） 

区        分 条例定数  職員数  

市長の事務部局（病院局を除く。）の職員 １，６００ １，３２５ 

病院局の職員 ２５０ ２４８ 

議会の事務局の職員 １２ １１ 

選挙管理委員会の事務局の職員 ７ ６ 

監査委員の事務局の職員 ７ ６ 

農業委員会の事務局の職員 １１ １１ 

教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に

属する学校以外の教育機関の職員 
２００ １９１ 

教育委員会の所管に属する学校の職員 １６５ １０２ 

合   計 ２，２５２ １，９００ 

（注） 上記表は、教育長及び職員労働組合専従者を含みません。また、職員数には、自治法派遣職員

（１３７名）を含めていません。 

 

イ 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況 

平成１８年度から平成２２年度までの５年間は、定員適正化計画に取り組んできた結果、

一定の成果を上げることができましたが、東日本大震災以降、速やかな復旧・復興を最優

先し、増大する震災関連事業の実施に必要な職員配置に取り組んできました。 

今後は、震災復興期間の終了後を見据え、多様な行政需要に対応しつつ、行政サービス

の低下を招かないよう、類似団体の状況等を参考にし、本市の行政規模も考慮しながら、

職員定員適正化計画の策定を検討しています。 
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２ 職員の人事評価の状況 

  職員の昇任その他人事管理の基礎とするため、平成２８年度から能力・実績に基づく人事評

価制度を実施しています。 

人事評価制度は、職員の意欲や能力、仕事の成果を適正に評価することにより、職員一人一

人が個々の強み・弱みを客観的に把握することができるため、職員の主体的な職務遂行の実現

や自己啓発の促進が図られるなど、職員の人材育成と組織体制の強化により行政サービスの向

上につながるマネジメントツールの１つとして活用されています。 

 

 

３ 職員の給与の状況 

(1) 総括 

ア 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 

住民基本 

台帳人口 

(平成30年度末) 

歳 出 額 

（Ａ） 
実質収支 

人件費 

（Ｂ） 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

(参考) 

平成30年度 

の人件費率 

令和元年度 
人 

143,701 
千円 

211,185,988 
千円 

4,228,465 
千円 

11,595,865 
％ 

5.5 
％ 

5.7 

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等が含まれます。 

 

イ 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職員数 

（Ａ） 

給  与  費 １人当たり 

給与費 

（Ｂ／Ａ） 
給 料 職員手当 期末・勤勉手当 

計 

（Ｂ） 

 

令和元年度 

人 

1,522 

千円 

5,775,601 

千円 

1,315,345 

千円 

2,291,036 

千円 

9,381,981 

千円 

6,164 

（注）１ 職員手当には、退職手当組合負担金は含まれません。 

２ 職員数は、平成３１年４月１日現在の人数です。 

 

ウ ラスパイレス指数の状況（平成３１年４月１日現在） 

石 巻 市 類似団体平均 全国市平均 

９７．０ ９９．２ ９８．９ 

(注)１ ラスパイレス指数は、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水

準を示す指数です。 

２ 類似団体平均は、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平

均したものです。 
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(2) 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

ア 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成３１年４月１日現

在） 

(ｱ) 一般行政職 

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 ※１ 平均給与月額 

一般行政職 44.6歳 304,208円 
※２ 373,561円 

※３ 326,287円 

※１ 「平均給料月額」は、平成３１年４月１日現在における職員の基本給の平均です。 

※２ 「平均給与月額」の上段は、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、通勤手当、時間

外勤務手当などの全ての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明

らかにされているものです。 

※３ 「平均給与月額」の下段は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等

の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。 

（注） 上記※１～３は、次表においても同様です。 

 

(ｲ) 技能労務職 

区  分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

全  体 51.3歳 294,852円 
318,055円 

306,205円 

 

 
うち清掃職員 52.5歳 304,050円 

325,213円 

307,300円 

うち学校給食調理員 49.5歳 302,873円 
324,190円 

312,573円 

うち用務員 53.1歳 304,437円 
330,017円 

319,312円 

うち自動車運転手 53.0歳 269,380円 
321,095円 

270,680円 

うちその他 50.6歳 282,802円 
303,126円 

293,865円 

 

イ 職員の初任給の状況（平成３１年４月１日現在） 

（単位：円）  

区    分 石 巻 市 宮 城 県 国 

一 般 

行政職 

大学卒 182,200 189,600 182,200 

短大卒 163,100 169,800 163,100 

高校卒 150,600 155,700 150,600 
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ウ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３１年４月１日現在） 

（単位：円）  

区    分 
経験年数 

１０年 

経験年数 

２０年 

経験年数 

２５年 

経験年数 

３０年 

一 般 

行政職 

大学卒 269,500 333,922 373,400 395,725 

短大卒 － － 352,133 － 

高校卒 232,133 302,150 343,647 380,364 

技 能 

労務職 

高校卒 － － － － 

中学卒 － 302,017 321,775 337,323 

 

(3) 一般行政職の級別職員数等の状況 

ア 一般行政職の級別職員数の状況（平成３１年４月１日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職 員 数 構 成 比 前年の構成比 

１ 級 主事 １２５人 １１．８％ １２．６％ 

２ 級 主事 １４６人 １３．８％ １２．１％ 

３ 級 主査・主任主事 ３１０人 ２９．２％ ３０．５％ 

４ 級 主幹 １７７人 １６．７％ １５．３％ 

５ 級 課長補佐 １５２人 １４．３％ １４．９％ 

６ 級 課長 ９９人 ９．３％ ９．３％ 

７ 級 次長 ３０人 ２．８％ ３．１％ 

８ 級 部長 ２２人 ２．１％ ２．２％ 

合   計 １，０６１人 １００．０％ １００．０％ 

   （注）１ 石巻市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
 
 

イ 昇給への勤務成績の反映状況 

  平成１８年度に給与構造改革を実施し、昇給幅の細分化を図り勤務成績に応じて昇給区

分を決定していますが、平成２８年度から実施している人事評価制度による評価結果の給

与等への反映の仕組みについても検討することとしています。 
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(注) 石巻市立病院及び牡鹿病院を除きます。 

 

(4) 職員の手当の状況（令和元年度） 

ア 期末手当・勤勉手当 

石巻市 宮城県 国 

１人当たりの平均支給額 

1,411 千円 
－ － 

（支給割合） 

 期末手当 勤勉手当 

 2.60 月分  1.90 月分 

 (1.45 月分)  (0.90 月分) 

（支給割合） 

 期末手当 勤勉手当 

 2.60 月分  1.90 月分 

 (1.45 月分)  (0.90 月分) 

（支給割合） 

 期末手当 勤勉手当 

2.60 月分  1.90 月分 

 (1.45 月分)  (0.90 月分) 

（加算措置の状況） 

 職制上の段階、職務の等級に

よる加算措置 

・役職加算 5～15％ 

 

（加算措置の状況） 

 職制上の段階、職務の等級に

よる加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 15～25％ 

（加算措置の状況） 

 職制上の段階、職務の等級に

よる加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 10～25％ 

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

イ 退職手当（平成３１年４月１日現在） 

石    巻    市 国 

（支給率）  自己都合  勧奨・定年 

勤続20年  19.6695月分  24.586875月分 

勤続25年   28.0395月分  33.27075月分 

勤続35年   39.7575月分  47.709月分 

最高限度額  47.709月分   47.709月分 

その他の加算措置 

定年前早期退職特例2％～20％加算 

1人当たり平均支給額（令和元年度） 

自己都合等  2,807千円 

勧奨・定年 21,019千円 

（支給率） 自己都合  応募認定・定年 

勤続20年  19.6695月分  24.586875月分 

勤続25年   28.0395月分  33.27075月分 

勤続35年   39.7575月分  47.709月分 

最高限度額  47.709月分   47.709月分 

その他の加算措置 

定年前早期退職特例3％～45％加算 

 

 

 

(注) １人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。 

 

ウ 地域手当（平成３１年４月１日現在） 

支 給 対 象 地 域 
支給対象 

職員数 

支  給  率 

石 巻 市 国 

東京都特別区に在勤する職員 １人 ２０％ ２０％ 

仙台市に在勤する職員 ４人  ６％  ６％ 

医  師 ２人 １６％ １６％ 

支給実績（令和元年度決算） ３，９１８千円 

支給職員１人当たり平均支給年額 

（令和元年度決算） 
 ５５９，７１９円 
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エ 特殊勤務手当 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対する 

支給単価 

防疫業務手当 
社会福祉事務所等に所

属する職員 

感染症患者の救護、家

畜伝染病の防疫等 
１回 550 円 

福祉業務手当 
社会福祉事務所保護課

に所属する職員 
生活保護措置事務 月額 7,000 円以内 

不快業務手当 
夜間急患センター等に

勤務する職員 
死体の清拭等 １体 1,000 円 

医療業務手当 
夜間急患センターに勤

務する医師 
医療業務 月額 380,000 円以内 

医療技術手当 
雄勝歯科診療所に勤務

する医師 
医療業務 予算に定める額 

医師手当 
雄勝・橋浦診療所に勤

務する医師 
医療業務 月額 350,000 円以内 

研究手当 
雄勝歯科診療所に勤務

する医師 
医療業務 予算に定める額 

放射線取扱手当 

夜間急患センター及び

田代診療所に勤務する

診療放射線技師 

エックス線その他放射

線を人体に対して照射

する作業に従事した場

合 

月額 7,000 円 

夜間看護手当 

夜間急患センター及び

田代診療所に勤務する

看護師 

深夜において行われる

看護業務 

勤務１回につき 

7,300 円以内 

緊急医療従事手当 
夜間急患センターに勤

務する医師及び技師 
緊急の医療業務 

勤務１回につき 

12,000 円以内 

除雪業務手当 
施設維持事務所等に勤

務する職員 

勤務時間以外の時間に

おける除排雪等の業務 
１日 550 円 

危険作業手当 
建設部等に所属する職

員 

高所及び深所における

危険作業に従事した場

合 

１日 310 円以内 

往診手当 
雄勝・橋浦診療所に勤

務する医師 
往診業務 月額 350,000 円以内 

過疎地域診療手当 
夜間急患センターに勤

務する医師 

雄勝・寄磯・田代診療所

における診療業務 
１日 10,000 円 

予防接種手当 
橋浦診療所に勤務する

医師 
相川地区における予防

接種業務 
１回 20,000 円以内 

校医手当 
橋浦診療所に勤務する

医師 
相川地区において学校

医として従事した場合 
１人当たり 500 円以内 

健康診断手当 
橋浦診療所に勤務する

医師 
相川地区における健康

診断業務 

１人当たり 1,500 円以

内 

災害業務手当 全職員 

災害対策本部の指示に

より屋外で２時間以上

にわたり災害業務に従

事した場合 

１日 550 円以内 
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手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対する 

支給単価 

特殊歯科治療業務

手当 
歯科医師 

障害児者の歯科治療の

推進及び障害児者の２

次歯科治療に従事した

場合 

月額 100,000 円以内 

入学者選抜業務手

当 

市立高等学校に所属す

る職員 
入学者を選抜する業務 １日 1,000 円 

教員特殊業務手当 
市立高等学校に所属す

る職員 

非常災害時の生徒の保

護、修学旅行、部活動の

引率指導等 

１日 2,400 円～8,000

円 

教育業務連絡指導

手当 

市立高等学校に所属す

る職員 

教務主任等が行う連絡

調整、指導助言等 
日額 200 円 

支給実績（令和元年度） ４１，７６５千円 

支給職員１人当たりの平均支給年額（令和元年度） ３０７，０９５円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和元年度） ７．３％ 

手当の種類（手当数） ２２種類 

(注) 石巻市立病院及び牡鹿病院を除きます。 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（令和元年度決算） ６１９，２４２千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算） ４３０千円 

支給実績（平成30年度決算） ５１６，４０８千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） ３５４千円 

（注） 石巻市立病院及び牡鹿病院を除きます。 
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カ その他の手当 

区分 内     容 
国の制度

との同異 

国の制度

と異なる

内容 

支給実績

(令和元年

度決算) 

支給職員１

人当り平均

支給年額(令

和元年度決

算） 

扶
養
手
当 

・配偶者             6,500 円 

・子            10,000 円 

・配偶者以外の扶養親族    6,500 円 

※扶養親族である子のうち、満 15 歳に 

達する日後の最初の 4月 1 日から満 

22 歳に達する日以後の最初の 3月 31 

日までの間にある子 1人につき 5,000 

円加算 

同 無 

千円 

 

 

 

161,837 

円 

 

 

 

214,638 

住
居
手
当 

・月額 23,000 円以下の家賃を支払って

いる場合 家賃の月額から 12,000 円

を控除した額 

・月額 23,000 円を超える家賃を支払っ

ている場合 家賃の月額から 23,000

円を控除した額の２分の１（限度額

16,000 円）に 11,000円を加算した額 

同 無 

千円 

 

 

 

91,139 

円 

 

 

 

265,713 

通
勤
手
当 

・交通機関等利用者  

最高支給限度額       55,000 円 

・交通用具利用者（交通用具のみ） 

片道 2km 以上 5km 未満   2,000 円 

片道 5km 以上 10km 未満  4,200 円 

片道 10km 以上 15km 未満  7,100 円 

片道 15km 以上 20km 未満 10,000 円 

片道 20km 以上 25km 未満 12,900 円 

片道 25km 以上 30km 未満  15,800 円 

片道 30km 以上 35km 未満 18,700 円 

片道 35km 以上 40km 未満 21,600 円 

片道 40km 以上 45km 未満 24,400 円 

片道 45km 以上 50km 未満 26,200 円 

片道 50km 以上 55km 未満 28,000 円 

片道 55km 以上 60km 未満 29,800 円 

片道 60km 以上      31,600 円 

同 無 

千円 

 

 

 

 

 

 

 

136,062 

円 

 

 

 

 

 

 

 

85,790 
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(5) 特別職の報酬等の状況（令和元年度）  

区  分 給 料 月 額 等 

給

料 

市 長 1,000,000 円 

副市長 811,000 円 

教育長 705,000 円 

議
員
報
酬 

議 長 545,000 円 

副議長 481,000 円 

議 員 444,000 円 

期
末
手
当 

市 長 支給割合：年間 3.4 月 

加算措置：有 副市長 

議 長 

支給割合：年間 3.4 月 

加算措置：有 
副議長 

議 員 

退
職
手
当 

市 長 
算定方式：100 分の 44×在職月数 

支給時期：任期毎に支給 

副市長 
算定方式：100 分の 26×在職月数 

支給時期：任期毎に支給 

 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

職員の勤務時間その他の勤務条件は、国及び他の地方公共団体の職員との均衡を考慮して条

例等で定めています。 

(1) 勤務時間及び休憩時間の状況（平成３１年４月１日現在） 

1週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

３８時間４５分 

（１日７時間４５分） 
午前８時３０分 午後５時００分 

正午から 

午後０時４５分まで 

 

(2) 年次有給休暇の取得状況（令和元年度中） 

区  分 平均取得日数 

市長の事務部局 １１日    ３７分 

教育委員会の事務部局 １３日 ３時間１０分 

その他 １１日    ５５分 

合 計（平均） １１日 ３時間２４分 
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(3) 時間外勤務及び休日勤務の状況 

時間外・休日勤務総時間数 職員１人当たり時間外・休日勤務時間数 

３０２，６７６時間 １５９．３０時間 

 

(4) 特別休暇制度の状況 

休 暇 の 種 類 付与日数・期間 

選挙権その他の公民権の行使 必要と認められる期間 

裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての裁判所等

への出頭 
必要と認められる期間 

骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための抹消血幹

細胞の登録及び骨髄移植のための骨髄若しくは抹

消血幹細胞移植のための抹消血幹細胞の提供 

必要と認められる期間 

ボランティア活動 一の年度において５日以内 

結婚する場合 連続する７日以内 

妊娠に起因する障害（つわり） １０日以内で必要と認められる期間 

妊娠中の通勤混雑緩和 １日を通じて１時間を超えない範囲 

母子保健法による保健指導、健康診査 必要と認められる期間 

妊娠中の健康保持のための休息又は補食 必要と認められる期間 

妊娠１２週間未満の流産 １０日以内で必要と認められる期間 

産前休暇 
産前８週間以内 

(多児妊娠１４週間以内) 

産後休暇 産後８週間 

生後満１歳に達しない子の育児 １日２回各１時間の範囲 

妻が出産する場合で子を養育するとき ５日以内 

生理日において業務困難な場合 ２日以内 

妻の出産（出産予定日１４日前から出産後１４日） ２日以内 

３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの子

の健康診査、予防接種等の介助 
必要と認められる期間 

小学校就学前の子の看護 

一の年度において５日以内（小学校

就学前の子が２人以上の場合は１０

日） 

日常生活を営むのに支障がある者の介護 
被介護者ごとに一の年度において５

日以内 
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休 暇 の 種 類 付与日数・期間 

親族が死亡した場合 
死亡した親族に応じ１日から１０日

まで 

父母、配偶者、子の追悼のための特別な行事 １日以内 

夏季における心身健康維持増進等 
７月から９月までの期間内に 

おいて５日 

災害、交通機関等の事故時の不可抗力 必要と認められる期間 

結核性疾患による勤務軽減 必要と認められる期間 

通信教育等の面接授業への出席 必要と認められる期間 

職務遂行に必要な資格試験等を受ける場合 必要と認められる期間 

国、県、市町村その他公共団体からの表彰 必要と認められる期間 

公共団体主催の運動競技会への選手又は役員 必要と認められる期間 

職務に関連がある海外視察、派遣団への参加 必要と認められる期間 

その他任命権者が特に必要と認める場合 承認を得た期間 

 

(5) 育児休業等取得の状況 

（単位：人） 

区    分 育児休業取得者 部分休業取得者 
育児短時間 

勤務取得者 

市長の事務部局 
２４ １１  

３３ ２３  

教育委員会の事務部局 
６   

２ ２  

その他 
   

   

計 
３０ １１  

３５ ２５  

※ 上段 令和元年度取得者   

下段 前年度から引き続き取得した者 
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５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

(1) 分限処分の状況 

分限処分とは、勤務実績不良の場合、心身の故障の場合、その職に必要な適格性を欠く場

合等において、公務能率の維持及び適正な行政運営の確保を図るために行われる処分です。 

令和元年度の分限処分は、次のとおりです。 

(単位：人) 

区   分 降任 免職 休職 降給 計 

市長の事務部局   １０  １０ 

 

勤務実績が良くない場合      

心身の故障の場合   １０  １０ 

職に必要な適格性を欠く場合      

職制、定数の改廃、予算減少により廃職、過員を生じた場合      

刑事事件に関し起訴された場合      

条例で定めた事由による場合      

教育委員会の事務部局   １  １ 

 

勤務実績が良くない場合      

心身の故障の場合   １  １ 

職に必要な適格性を欠く場合      

職制、定数の改廃、予算減少により廃職、過員を生じた場合      

刑事事件に関し起訴された場合      

条例で定めた事由による場合      

その他      

 

勤務実績が良くない場合      

心身の故障の場合      

職に必要な適格性を欠く場合      

職制、定数の改廃、予算減少により廃職、過員を生じた場合      

刑事事件に関し起訴された場合      

条例で定めた事由による場合      

合 計   １１  １１ 
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(2) 懲戒処分の状況 

懲戒処分とは、法令違反や職務上の義務違反、全体の奉仕者としてふさわしくない非行な

ど、一定の義務違反を行った職員に対して、公務の規律と秩序維持を目的として行われる処

分です。 

令和元年度の懲戒処分の状況は、次のとおりです。 

（単位：件） 

区   分 戒告 減給 停職 免職 計 

市長部局      

 

法令に違反した場合      

職務上の義務違反又は職務を怠った場合      

全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった場合       

教育委員会の事務部局      

 

法令に違反した場合      

職務上の義務違反又は職務を怠った場合      

全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった場合       

その他      

 

法令に違反した場合      

職務上の義務違反又は職務を怠った場合      

全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった場合       

合 計      

 

法令に違反した場合      

職務上の義務違反又は職務を怠った場合      

全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった場合       

 

  ※令和元年度中の懲戒処分なし。 

 

 

６ 職員の服務の状況 

(1) 職務専念義務免除の状況 

職務専念義務は、次の場合に限り免除されます。 

ア 職員団体等の適法な交渉へ参加する場合 

イ 研修を受ける場合 

ウ 厚生に関する計画の実施に参加する場合 



 

 

- 17 - 

エ 公民権を行使する場合 

オ 証人等として裁判所、議会等出頭する場合 

カ 特別職又は他の地方公共団体の職を兼ね、従事する場合 

キ 市行政の運営上特に必要な団体の役職員の職に従事する場合 

ク 措置要求等及びその審査のため出頭を求められた場合 

 

(2) 営利企業等従事許可の状況 

営利企業等への従事に関しては、職員の営利企業等への従事の許可に関する規則により許

可基準を定め、運用しています。 

（単位：件） 

区   分 
市長の 

事務部局 

教育委員会

の事務部局 
その他 計 

営利を目的とする会社、その他の団

体の役員、顧問、評議員及びこれに準

ずる職員の地位を兼ねる場合 

３ ２  ５ 

自ら営利を目的とする私企業を営む

場合 
    

報酬を得て事業又は事務に従事する

場合 
５７ ２  ５９ 

合   計 ６０ ４  ６４ 

 

 

７ 職員の退職管理の状況 

 (1) 退職管理の概要 

地方公務員法第３８条の２の規定により、職員が離職後、営利企業等の地位に就いた場合、

離職前５年間に在職していた地方公共団体の執行機関等の組織に対し、営利企業等との間で

締結される売買、賃貸、請負等の契約等に関する事務であって、離職前５年間の職務に属す

るものに関し、離職後２年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求・依頼し

てはならないとされています。 

また、職員は再就職者による依頼等があった場合、公平委員会に届け出なければならない

とされています。 

    石巻市では適正な退職管理のため、石巻市職員の退職管理に関する規則を定め、職務の公

平な執行及び住民の信頼確保に努めています。 

  

(2) 承認申請書及び再就職者による依頼等の届出件数 

  ア 地方公務員法第３８条の２第６項第６号の規定による承認申請書の届出件数 

    ０件 

  イ 地方公務員法第３８条の２第７項の規定による再就職者による依頼等の届出件数 

    ０件 
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８ 職員の研修の状況 

石巻市人材育成基本方針では、『求められる職員像』を次のように定めて、その実現に向け

て、中長期的な視点に立ち人材育成の推進に努めています。 

○「市民感覚を有する職員」 

○「チャレンジ精神を有する職員」 

○「経営感覚を有する職員」 

○「豊かな人間性を有する職員」 

○「危機管理意識を有する職員」 

 

職員研修は、石巻市人材育成基本方針の中でも、人材育成の中心的手法と位置付けており、

体系的・効果的に研修を実施し、人材育成の推進を図りました。 

なお、職員研修には、集合研修、派遣研修、職場研修及び自主研修があります。 

 

(1) 集合研修 

集合研修は、職階や職種ごとに必要とされる基本的能力や知識を習得させることを目的と

して行うもので、階層別研修と特別研修があります。 

区 分 内  容 回 数 受講者 

階層別研修 

新規採用職員研修、新任主査級研修、新任

課長補佐研修、新任課長研修、任期付職員

研修 

３８回 ２７９人 

特 別 研 修  

メンタルヘルス研修、ハラスメント研修、

文書主任研修、２市１町管理職研修、人事

評価研修、飲酒運転根絶研修、危機管理研

修、管理職のマネジメント研修 

１７回 ７３５人 

 

(2) 派遣研修（資格取得講習を含む。） 

派遣研修は、日常とは異なる環境での「体験」を通して、先進的でより高度な専門知識や

技術を習得することを目的として行うものです。 

区 分 内  容 回 数 受講者 

派遣研修 

市町村アカデミー研修、地方公会計特別研

修、防火・防災管理者講習、エネルギー管

理講習、自衛消防業務新規講習、危険物取

扱者保安講習等 

６８回 １５４人 

 

(3) 職場研修 

職場研修（ＯＪＴ）とは、日常業務を通じ、職場の上司や先輩が部下や後輩に対し計画的、

継続的に教育指導することであり、職員研修の基本となるものです。 
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(4) 自主研修 

自主研修は、職員自らの意思で能力の開発・向上のために学習するもので、各種研修セミ

ナー、通信教育等の情報提供に努めるほか、自主的なグループ研究活動や通信教育受講に対

する支援制度の整備を図るものです。 

 

 

９ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1) 職員の健康診断の状況 

  （単位：人） 

区    分 受  診  者 

定期健康診断 １，１７０ 

人間ドック ５１２ 

胃がん検診 ７４５ 

大腸がん検診 ８２０ 

乳がん検診 ２６７ 

子宮がん検診 ４８４ 

ＶＤＴ検診 ０ 

結核検査 １，１９２ 

 

(2) 公務災害補償の状況 

（単位：件） 

加 入 団 体 発生件数 認定件数 災害の概要 

地方公務員災害補償基金宮城県支部 ８ ７ 
公務災害 ６ 

通勤災害 １ 
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１０ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

事案名 
措置要求 

年 月 日 
措置要求者 要求の概要 

処理年月日及び 

処 理 経 過 等  

該当なし     

 

 

１１ 不利益処分に関する審査請求の状況 

事 案 名 
審査請求 

月  日 

審 査 

請求人 
処分者 

処分の 

内 容 
処分理由 

処理年月日及び 

処 理 経 過 等  

該当なし       

 

 

１２ その他公平委員会の業務の内容 

(1) 管理職等の範囲の指定 

  ア 管理職員等の範囲を定める規則による指定の有無    ○有  ・ 無 

  イ 管理職員等の範囲の変更等件数    １件 

  

(2) 職員団体間の登録、変更登録、登録取消等 

職 員 団 体 

の 名 称 
登 録 年 月 

事 務 所 の 

所 在 地 

法人となる

旨 の 申 出 

年 度 中 の 

変 更 登 録 状 況 
備考 

石 巻 市 職 員 

労 働 組 合 
昭和 41年 11月 

石巻市穀町 

14番１号 

有 

（平成 14 年 8 月 27 日） 

有 

登録事項の変更 

（役員改選） 

（令和 2 年 1月 31 日） 

 

 

 


